
＊はじめのごあいさつ＊ 

こんにちは。今月もご購読ありがとうございます。 

今月で 7 カ月目を迎えました。皆様へ、利となる良い情報が届いておりますでしょうか？「こんな特集して欲しい」

など、ご要望も随時募集しております。お気軽にお申し付けください。 

今月の情報 『電子帳簿保存法』 

令和 3 年（2021 年）も残すところ、あと 2 カ月を切ってしまいました。寒さが身に染みる季節となりましたが、皆様

体調等崩されていませんでしょうか？寒さに負けず、どうかご自愛くださいませ。 

さて、令和 4 年 1 月より『改正電子帳簿保存法』が施行されます。改正後の『電子帳簿保存法』は、今までなら電

子データ（メールや Web で受領した領収書・請求書等）を印刷して紙保管していたものを、令和 4 年 1 月より『改

正電子帳簿保存法』に対応した電子保存が“義務化される”という法律です。 

別途詳細資料がございますので、担当者より詳しい内容を説明させていただきます。 

令和 4 年 1 月より、電子データの取り扱いが大きく変更になりますので、ご注意ください。 

年末調整のお知らせ 

そろそろ年末調整の準備をしていただく季節となりました。 

今年度も当事務所より、注意点やお願いがございます。ご対応のほどよろしくお願いします。 

《注意点》 

①今年度より「扶養控除申告書」等申告書への印鑑は不要となりました。 

②「扶養控除申告書」等の書式が変更となり、記載方法の確認ができる QR コードが右上に追加しました。 

記載方法等が分からない場合は参考にしてください。 

③給与支払報告書（総括表）の提出方法が郵送や窓口のみでなく、電子申告可能となりました。 

※電子申告の場合は退職者含む全社員の住所が必要です。 

《お願い》 

①住民税の徴収方法が“普通徴収”の方については「回収書類チェックシート」に氏名と普通徴収への切替理由

の記載をお願い致します。 

②「回収書類チェックシート」をご記入のうえ、年末調整資料一式を監査担当者へお渡しください。 

 

《年末調整資料回収期限》 

12 月還付のお客様  12 月 6 日（月） ※監査日が 12 月 6 日以降の場合は郵送をお願い致します。 

1 月還付のお客様   12 月末日 
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◇申告書の提出期限 

提出月 11 月 12 月 1 月 

確定申告 9 月決算 10 月決算 11 月決算 

予定申告（年 1 回） 

消費税（年 3 回） 

3 月決算 

12 月決算 

4 月決算 

1 月決算 

5 月決算 

2 月決算 

 

 

 

 

コロナ関連助成金等一覧 

2021.11.1 現在 

現在申請の出来るコロナ関連助成金等を一覧にしております。 

しかし、コロナ関連助成金等は期間の延長や対象業種の拡大などにより、内容が変更になることがあります。 

申請できるかのご判断、詳細や Q&A に関しましては、お客様自身でホームページ等をご確認ください。 

なお、お客様自身での申請が出来ない場合は代理申請をいたしますのでご連絡ください。 

※手数料といたしまして、助成金等金額の 10％を頂戴いたします。 

 

【滋賀県】 

◆滋賀県事業継続支援金《第 3 期》 

(1)国の「月次支援金」を 2021 年 9 月または 10 月のいずれかの月で受給した方 

(2)2021 年 9 月または 10 月のいずれかの月の売上が 2020 年又は 2019 年の同月と比較して 50％以上減少した方。 

(3)2021 年 9 月と 10 月の売上の合計が 2020 年または 2019 年の 9 月と 10 月の売上げの合計と比較して 30％以上

減少した方。 

支給金額は 法人 20 万円 個人 10 万円 です。 

 〔申請期間〕 11 月 1 日～11 月 30 日（郵送の場合は当日消印有効） 

 

【国】 

◆月次支援金 

2019 年または 2020 年における対象月と 2021 年の同月比がコロナの影響を受けて 50％以上売上が減少している

事業者が対象です。 

〔申請期間〕 9 月分  11 月 30 日まで 

        10 月分  11 月 1 日～令和 4 年 1 月 7 日まで 

 

※申請忘れのないようご注意ください。 
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